
平成 27 年度 文部科学省 科学技術人材育成費補助事業シンポジウム 

科学技術人材育成 これまでの 10年、これからの 10年 

人材育成について多様な立場から考える 

－若手や女性がさらに輝くために、産学官でなすべきことは何か－  

（概要） 

 

○日 時：平成 27年 12 月 14 日（月）10:30 ～17:30 

○場 所：科学技術館 サイエンスホール、イベントホール 3,4 号館 

○主 催：文部科学省 

○協 力：国立研究開発法人 科学技術振興機構 

○参加者数：約 400 名 

○議 事 

・開会挨拶 川上伸昭 文部科学省 科学技術・学術政策局長 

・施策説明 柿田恭良 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課長 

 

１．基調講演 

北野宏明 株式会社ソニーコンピューターサイエンス研究所 代表取締役社長・所長 

「Act Beyond Borders & Think Extreme」 

２．分科会 

   ３つの分科会に分かれ、共通的なテーマ（①博士・ポスドク人材の活用、②女性リーダー

の育成、③大学等機関の経営・マネジメントと人材養成）について、大学関係者、企業関係

者、若手研究者、それぞれの視点から登壇者より話題を提供して頂いた後、会場の参加者か

らの意見を含め、議論を実施。 

 

＜分科会１＞ 

（話題提供者（大学関係者）） 

   川端和重  北海道大学 理事・副学長、大学院先端生命科学研究院 教授 

   相田美砂子 広島大学 副学長、大学経営企画室長、大学院理学研究科 教授 

   石田武和  大阪府立大学ナノファブリケーション研究所 所長、大学院工学研究科 教授 

（主な意見等） 

・各大学で事業支援を受けつつ、大学全体のシステムとして動かしたことに意義があった。 

・10 年間の事業実施で意識改革は進んだが、アウトカムとして何ができあがったか、効果を

検証しなければならない。 

・事業費が切れた後に財源をどうするのかということについて、間接経費の活用やその在り

方も含めて検討が必要ではないか。 

・具体的に産業界で、これくらいの規模の者を活躍させるというコミットがあってしかるべ

きタイミングになっていると思う。 

・大学個々のバリエーションが出てくる時代になったという認識。 

 

＜分科会２＞ 

（話題提供者（企業関係者）） 

   高橋修一郎 株式会社リバネス 代表取締役社長ＣＯＯ 

   鈴木蘭美  エーザイ株式会社 上席執行役員 

グローバル・ビジネス・ディベロップメントユニット ＥＣＬプレジデント 

   村瀬賢芳  新日鐵住金株式会社 技術開発本部 人事室長 

資料３－１ 
科学技術・学術審議会  
人材委員会（第 74 回） 

H28.2.2 
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（主な意見等） 

・産業界側は博士人材に対して大いに期待している。専門性や非専門家へのコミュニケー  

ション能力、仮説を立てる力、熱意をもって課題に取り組む力が求められている。 

・一方、世の中全般としては、博士人材への期待は、そこまで高くないという指摘もある。 

・社会人博士への支援や、クロスアポイントメントの更なる活性化を図って欲しいといった

意見もある。その際、知財の問題は解決可能であるが、留意が必要。 

・企業の研究者では死の谷の経験者が７割はいると言われているので、変化への受容は求め

たい。 

 

＜分科会３＞ 

（話題提供者（若手研究者）） 

   榎木英介 近畿大学 医学部附属病院 臨床研究センター 講師 

   青木耕史 福井大学 医学部医学科 教授 

   伊藤剛仁 大阪大学 大学院工学研究科 准教授 

   高橋剛  群馬大学 大学院理工学府 准教授 

   植田直樹 株式会社日本製鋼所 研究開発本部 広島研究所 研究員 

   牧浦理恵 大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授 

（主な意見等） 

・テニュアトラック制の評価は高く、メンター制の導入などが特に効果的。 

・若手育成に当たり、学生教育の点で隔離されることもあり、教育免除ということは避けた

方が良い。 

・企業の中で博士の価値は高いという認識は持たれていると感じている。 

・多くの研究者は学生やポスドクを企業に送り込むことに抵抗感はないのではないか。 

・男女共同参画の問題については、家族の職を考慮する必要性があり、同居支援や両住まい

のための交通費支援などの支援があるとよい。 

・地方大学では、ＰＩになったとしても、博士を含めた学生の獲得や研究活性化が難しい。 

 

３．パネルディスカッション 

   各分科会における議論を分科会代表者（川端氏、高橋氏、榎木氏）から報告の後、分科会

と同一の共通テーマについて、さらに議論を深めた。 

＜モデレーター＞ 

宮浦千里  東京農工大学 副学長、大学院工学研究院 教授 

  ＜パネラー＞ 

    川端和重  北海道大学 理事・副学長、大学院先端生命科学研究院 教授 

    高橋修一郎 株式会社リバネス 代表取締役社長ＣＯＯ 

    榎木英介  近畿大学 医学部附属病院 臨床研究センター 講師 

    岸本康夫  文部科学省 大臣官房審議官（科学技術・学術政策局担当） 

    相澤益男  国立研究開発法人科学技術振興機構 顧問、東京工業大学名誉教授・元学長、 

元総合科学技術会議議員 

 ＜司会＞ 

    豊田政男  国立研究開発法人科学技術振興機構 プログラム主管、大阪大学 名誉教授

（主な意見等） 

＜博士・ポスドク人材の活用＞ 

・学生にとって企業が登場するのは、就活、採用というタイミングが最初であり、身構えて

しまっている。もう少し自然な形にできるとよい。 
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・キャリアパス多様化については、10年間事業を実施して企業側の理解も一定程度進んだが、

企業側の意識として、一部の思いある担当者のみが中心となっており、組織として入り込

んできていないという側面もあるのではないか。 

・大学は、これまで教員を束ねたものであったが、近年、経営を行い、そのパフォーマンス

を組織として向上させることが求められている。資源を組み合わせてプロデュースし、新

しいものを作り上げることができる人材は、企業に移っても活躍できる人材。大学の多様

化を見据えた人材の活用ということを考えていかなければならない。 

・企業では一定の年齢になるとマネージャー側に移るのが普通。一方、大学では、生涯、研

究第一であるものが多い。研究推進に係る職をいかに魅力ある職にできるかが課題。 

・教授がＵＲＡを下に見ているような状況では、そのようなところに進む者は生まれてこな

い。地位の向上を図っていくことが必要。 

・企業では、採用１人当たり 200 万円のコストがかかると言われている。そこをカットでき

る仕組みがあるのであれば、企業としても乗ってくると思う。 

・大学側は独自性を追求してキャリアパスの多様化を図ったりしているが、企業側からする

と、プロトコルであったり、タイミングを合わせることができれば、もう少し効率的にな

るのではないか。 

 

＜女性リーダーの育成＞ 

・エビデンスではなく、イメージが先行しており、この分野の課題解決が図られていない側

面があるのではないか。女性研究者だけの問題ではなく、男性にとっても問題であるとい

う認識を高めることが重要。 

・自社はベンチャー企業で、今まさに制度を作っているが、そのプロセスに女性社員も関  

わってもらっている。他国では、女性のリーダー登用は進んでおり、日本でもできるはず。 

・親世代の固定観念が問題。小中高にわたって、支援をしていくことが必要。 

・女性が役に立つといったような表現はやめてもらいたい。男女を問わず、その職に適切な

人材かということで登用が決まっていくものではないか。 

・マネジメント業務を含め、経験をさせていくことが重要。小中高から男性の方がリーダー

の経験が多く、それが後々に効いているのではないかとも感じている。男女を問わず様々

な経験を積ませるとともに、ぜひメンターをつけてほしい。 

・視点を変えると、今（活躍している）女性は人数が少ないことで、チャンスが落ちてきや

すい状況にあるとも言える。一方、その希少性により、大学教員であれば、学内の委員会

や国の委員会にも引きりなしに対応しているため、配慮すべき。 

 

＜大学等機関の経営・マネジメントと人材養成＞ 

・イギリスのテニュアトラック教員は大学運営にも携わっていた。日本でも、若手もより積

極的に携わらせていくべき。 

・全ての教員が教育研究に携わらなければならないわけではない。マネジメントにのみ携わ

る者など、現場感をもった者がいても良い。 

・大学経営を片手間ではなく、本気で取り組むことも必要。ＵＲＡ職を第三の職として賃金

体系も別にして取り組んでいるケースもある。 

・アメリカでは、大学教員の育成やマネジメントの育成プログラムがしっかりとしている。

日本においても、リーダー養成のプログラムを作っていくことが必要ではないか。 

 

（以 上） 
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平成２７年１２月１４日
科学技術・学術政策局 人材政策課

科学技術イノベーション人材育成
施策説明

目次
１．科学技術基本計画と人材育成施策の変遷 ・・・・・・２

２．これまでの施策・成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
（１）若手研究者の自立・能力向上
（２）博士人材のキャリアパスの多様化
（３）女性研究者の活躍促進

３．今後の取組の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
（１）主な課題
（２）これからの１０年を見据えて

４．本日のシンポジウムにおける論点 ・・・・・・・・・・・・・・・35
1
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目次
１．科学技術基本計画と人材育成施策の変遷

２．これまでの施策・成果
（１）若手研究者の自立・能力向上
（２）博士人材のキャリアパスの多様化
（３）女性研究者の活躍促進

３．今後の取組の方向性
（１）主な課題
（２）これからの１０年を見据えて

４．本日のシンポジウムにおける論点
2

3

H17以前 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

第１期・第２期
科学技術基本計画 第３期科学技術基本計画 第４期科学技術基本計画

○科学技術基本法の公布・施行（H7.11.15)

・博士号取得者のキャリアパスの多様
化、若手研究者のポストの確保とと
もに、そのキャリアパスの整備を推進

・女性研究者の新規採用割合の数
値目標を引続き設定（自然科学
系全体で25%→30%）

など

・若手研究者の自立支援（テニュア
トラック制）、女性研究者の活躍促
進

・女性研究者の新規採用割合の数
値目標を設定（自然科学系全体
で25%）

など

・人材の流動性向上、若手研
究者の自立支援

・ポストドクター等１万人支援
計画（H8～H12）

・女性研究者の復帰支援
など

１．科学技術基本計画における人材育成施策の変遷
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H17以前 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（１）若手研究者の自立・能力向上

（２）博士人材のキャリアパスの多様化

（３）女性研究者の活躍促進

これまでの科学技術イノベーション人材育成施策は、科学技術基本計画に則り、主に
以下の３本柱で大学等の研究機関における改革を促してきた。

4

１．科学技術基本計画における人材育成施策の変遷

第１期・第２期
科学技術基本計画 第３期科学技術基本計画 第４期科学技術基本計画

○科学技術基本法の公布・施行（H7.11.15)

目次
１．科学技術基本計画と人材育成施策の変遷

２．これまでの施策・成果
（１）若手研究者の自立・能力向上
（２）博士人材のキャリアパスの多様化
（３）女性研究者の活躍促進

３．今後の取組の方向性
（１）主な課題
（２）これからの１０年を見据えて

４．本日のシンポジウムにおける論点
5

-7-



２．これまでの施策・成果（概要）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

第３期科学技術基本計画 第４期科学技術基本計画

②若手研究者の自立的研究環境整備 ➂テニュアトラック普及・定着事業

①科学技術関係人材のキャリ
アパス多様化促進事業

②イノベーション創出若
手研究人材養成 ➂ポストドクターキャリア開発事業

科学技術人材育成の
コンソーシアムの構築

①女性研究者支援モデル育成

②女性研究者養成システム改革加速

➂女性研究者研究活動支援事業

①特別研究員事業

6

（１）若手研究者の自立・能力向上

（２）博士人材のキャリアパスの多様化

（３）女性研究者の活躍促進 ④ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

7

ＤＣ
（S60年度～）

ＲＰＤ
（H18年度～）

ＰＤ
（S60年度～）

ＳＰＤ
（H14年度～）

対 象：博士の学位取得者等で優れた研究能力を有する者（PD）及び
世界最高水準の研究能力を有する者（SPD）

研究奨励金：年額 434.4万円（PD）、535.2万円（SPD）
採 用 期 間：3年間

対 象：出産・育児による研究中断から復帰する博士の学位取得者等
研究奨励金：年額 434.4万円
採 用 期 間：3年間

対 象：博士課程（後期）学生
研究奨励金：年額 240万円
採 用 期 間：3年間（DC1）、2年間（DC2）

博
士
課
程
学
生

ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー

優れた若手研究者を特別研究員として採用・支援し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びな
がら研究に専念する機会を与える。

２．これまでの施策・成果（１）若手研究者の自立・能力向上
①特別研究員事業

○特別研究員採用者は、約９割が常勤の研究職へ就職
平成26年４月１日現在
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8

○ 優れた研究成果を上げた研究者の多くは、若い時期に、その成果の基礎となる研究を
行っている。

○ 若手研究者には、いわゆる「徒弟制」の下、自立して研究に専念できる立場・環境にな
い者が多い。

○ 我が国の大学教員の採用は、必ずしも客観的で透明性の高い手続きとなっていない。

背景

２．これまでの施策・成果（１）若手研究者の自立・能力向上

⇒ 第３期科学技術基本計画（H18年度～）よりテニュアトラック制の
導入を推進

＜H１８年度の状況＞

若手研究者の自立
支援のための環境
整備

状況に問題
はない

(指数5.5以上）

ほぼ問題
はない

(指数4.5～5.5)

不十分
（指数3.5～4.5）

著しく不十分
との認識

(指数2.5未満)

不十分との
強い認識

(指数2.5～3.5)

指数 2.5 3.5 4.5 5.5

2.9

資料：科学技術政策研究所「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の
意識定点調査（科学技術システム定点調査2006）」より文部科学省作成

平成１８年度

【テニュアトラック制のイメージ】

○ 大学等の研究機関において、若手研究者が自立的に研究できる環境を整備し、以下の要件を
満たした形態で教員・研究者を採用する人事制度のこと。
① 公募を実施するなど、公正で透明性の高い選考方法であること
② 一定の任期を付して雇用すること
③ 任期終了前に公正で透明性の高いテニュア審査が設けられていること

テニュアトラック制の定義

9

２．これまでの施策・成果（１）若手研究者の自立・能力向上

※詳細は別添の手引き参照
「テニュアトラック制の普及・定着に向けて
～事業実施を通じて見えてきた我が国に
おけるテニュアトラック制の定着～」

国
際
公
募

公
正
な
採
用
審
査

中間審査

公
正
な
テ
ニ
ュ
ア
審
査

テニュアトラック期間
テニュア教員
（任期を付さない安定的な雇用）

・自立的な研究環境で
研究活動を実施

・PIとして養成
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【支援機関における自然科学系の新規
採用テニュアトラック教員割合※の推移】

※新規採用テニュアトラック教員/（新規採用任期
なし教員＋新規採用テニュアトラック教員）

資料：文部科学省調べ

【モデル確立期】
※科学技術振興調整費のプログラムの一つとして実施

若手研究者が自立して研究できる環境の整備を促進するため、世界的研究拠点を目指す研究機
関において、テニュアトラック制に基づき、若手研究者に競争的環境の中で自立と活躍の機会を与える
仕組みの導入を図る大学等を支援
→ 得られた知見を新たな事業に取り込み、人事システム改革の手段として普及・定着の段階へ

具体的施策

施策の成果

【モデル普及・定着期】
大学改革などの一環として、テニュアトラック制を活用し、優秀な研究者を採用する大学等を支援

→ 今後、これまでの支援機関で得られた知見をまとめ、更なる普及を促進する

10

②若手研究者の自立的研究環境整備促進

➂テニュアトラック普及・定着事業

２．これまでの施策・成果（１）若手研究者の自立・能力向上

（H１８年度～）

（H２３年度～）

11

○ 若手研究者の自立支援のための環境整備については、一定程度改善。
○ しかしながら、まだ「不十分」という認識が見受けられ、引き続き状況の改善に努めていく

ことが必要。

２．これまでの施策・成果（１）若手研究者の自立・能力向上

＜H２６年度の状況＞

若手研究者の自立
支援のための環境
整備

状況に問題
はない

(指数5.5以上）

ほぼ問題
はない

(指数4.5～5.5)

不十分
（指数3.5～4.5）

著しく不十分
との認識

(指数2.5未満)

不十分との
強い認識

(指数2.5～3.5)

指数 2.5 3.5 4.5 5.5

2.9

資料：科学技術政策研究所「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の意識定点調査（科学技術システム定点調査2006）」
科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査2014）」より文部科学省作成

平成１８年度

3.6平成２６年度

成果と課題

-10-



12

２．これまでの施策・成果（２）博士人材のキャリアパス多様化

背景

＜H１８年度の状況＞

多彩なキャリアパス
のための環境整備

状況に問題
はない

(指数5.5以上）

ほぼ問題
はない

(指数4.5～5.5)

不十分
（指数3.5～4.5）

著しく不十分
との認識

(指数2.5未満)

不十分との
強い認識

(指数2.5～3.5)

指数 2.5 3.5 4.5 5.5

2.0

資料：科学技術政策研究所「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の
意識定点調査（科学技術システム定点調査2006）」より文部科学省作成

平成１８年度

○ 高度な専門的知識を有する博士人材はアカデミアのみならず、産業界を含めた社会の
多様な場での活躍・貢献が望まれるが、民間企業における博士人材の採用率は低い。

○ 我が国の博士号取得者がアカデミックな研究職以外の進路を含め、多様なキャリアパス
を選択できる環境の整備状況は極めて不十分。

２．これまでの施策・成果（２）博士人材のキャリアパス多様化

企
業
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ

協働

文部科学省

キャリア開発支援システム

共同申請

企
業
人
と
の

交
流
会
・

講
義

長
期

イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ

博
士
人
材
キ
ャ
リ
ア
開
発
サ
イ
ト

教員・研究主宰者(PI)等の意識改革

センター機能構築

好事例掲載

情報提供

補助

ポストドクターを対象に、企業等における長期
インターンシップの機会の提供等を行う大学等
を支援

②イノベーション創出若手研究人材養成

➂ポストドクター・キャリア開発事業

大学・企業・学協会等がネットワークを形成し、キャリアパス多様化に係る組織的な取組と環境整
備を支援

①科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業

若手研究人材を、専門能力だけでなく、産業界などの実社会のニーズを踏まえた発想や国際的
な幅広い視野などを身に付けた人材として養成するシステムを構築支援

13

（Ｈ18年度～）

（Ｈ20年度～）

（Ｈ23年度～）

具体的施策

※科学技術振興調整費のプログラムの一つとして実施

※H23年度は、「ポストドクター・インターンシップ推進事業」

産業界

-11-



14

【事業支援によりインターンシップを経験した者のうち就職した者の実績 （H20年度～H26年度 累計）】

→企業就職者割合 ポストドクター：約６１％

国内外
民間機関

大学、独法、
研究機関

その他
公的機関

ポスドク
／進学

計

博士課程学生 261 103 27 88 479

ポストドクター 466 164 43 92 765

計 727 267 70 180 1244

○ 事業支援により、インターンシップ経験者の多くは民間企業等へ就職。

資料：文部科学省調べ

２．これまでの施策・成果（２）博士人材のキャリアパス多様化
施策の成果

15

２．これまでの施策・成果（２）博士人材のキャリアパス多様化

＜H２６年度の状況＞

多彩なキャリアパス
のための環境整備
状況

状況に問題
はない

(指数5.5以上）

ほぼ問題
はない

(指数4.5～5.5)

不十分
（指数3.5～4.5）

著しく不十分
との認識

(指数2.5未満)

不十分との
強い認識

(指数2.5～3.5)

指数 2.5 3.5 4.5 5.5

資料：科学技術政策研究所「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の意識定点調査（科学技術システム定点調査2006）」
科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査2014）」より文部科学省作成

平成１８年度

平成２６年度 2.7

2.0

○ 多様なキャリアパスのための環境整備の状況は、H18年度からH26年度で改善。
○ しかしながら、まだ「不十分との強い認識」が見受けられ、引き続き状況改善に努めていく

ことが必要。

成果と課題

-12-



○ 複数の大学等でコンソーシアムを形成し、企業等とも連携しながら、若手研究者及び研究支援人
材の流動性を高めつつ、安定的な雇用を確保しながら、キャリアアップを促進する。（H26年度～）

コンソーシアムコンソーシアム

Ｃ大学

Ｅ大学

Ｆ大学

Ａ研究所（独法） 民間企業・海外の研究機関等

Ｂ大学

Ｄ研究所（独法）

産学頭脳循環

若手研究者を派遣

企業等の研究者

コンソーシアム
全体で人材管理

・人材の流動化の促進

・多様なキャリアパス
の整備

新たな産業化につながる
研究開発の推進

２．これまでの施策・成果
科学技術人材育成のコンソーシアムの構築

16

17

２．これまでの施策・成果（３）女性研究者の活躍促進

○ 我が国の女性研究者の割合は諸外国に比べて低い。
○ 企業等・非営利団体における女性研究者の割合は、大学等と比較して特に低い。

背景

資料：総務省「科学技術研究調査報告」、OECD“Main Science and Technology Indicators”を基に文部科学省作成

＜H１８年の状況＞

（英国、ドイツ：H17年、 日本、フランス、韓国：H18年）

35.7%

27.4%

21.4%

13.1% 11.9%

21.5%

12.5%

6.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

英国 フランス ドイツ 韓国 日本 （大学等） （公的機関） （企業等・

非営利団体）

女性研究者割合

英国

フランス

ドイツ

韓国

日本

（大学等）

（公的機関）

-13-



女性研究者の採用割合が低い分野（理・工・農
学系）に女性研究者を採用することを通じ、女性
研究者の採用システム、養成システムの構築・改
革を目指す大学等を支援。

＜女性研究者の採用・養成＞＜女性研究者が活躍できる研究環境の整備＞

④ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

研究とライフイベント（出産、子育て、介護）と
の両立に配慮した研究環境の整備及び研究力
向上のための取組を行う大学等を支援。

・大学・研究機関の改革サイクルとの一体化

・個別取組から組織全体及びプラットフォーム化に
よる他機関への展開

・柔軟かつニーズに沿った支援強化

18

①女性研究者支援モデル育成

②女性研究者研究活動支援事業

（Ｈ18年度～）

（Ｈ23年度～）

➂女性研究者養成システム改革加速
（Ｈ21年度～Ｈ26年度）

２．これまでの施策・成果（３）女性研究者の活躍促進

研究と出産・育児・介護等との両立や女性研究者の研究力の向上を通じたリーダーの
育成等に関する目標・計画を掲げ、優れた取組を実施する大学等を支援。

（Ｈ27年度～）

具体的施策

※科学技術振興調整費のプログラムの一つとして実施

（行政事業レビューでの指摘を踏まえた対応の方向性）

○女性研究者数及び研究者総数に占める女性研究者の割合は年々増加傾向にある。

資料：総務省統計局「科学技術研究調査報告」を基に文部科学省作成

19

２．これまでの施策・成果（３）女性研究者の活躍促進
施策の成果

-14-



20

２．これまでの施策・成果（３）女性研究者の活躍促進

○ 我が国の女性研究者の割合は高まっているが、依然として諸外国に比べると低い。
○ 特に、企業等・非営利団体における女性研究者の割合は大学等と比較して、依然として低い。

資料：総務省「科学技術研究調査報告」、OECD“Main Science and Technology Indicators”を基に文部科学省作成

＜H２６年の状況＞

37.8%

25.6% 26.8%

18.2%
14.6%

25.4%

16.2%

8.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

英国 フランス ドイツ 韓国 日本 （大学等） （公的機関） （企業・非
営利団体）

研究者に占める女性割合

（ドイツ：H23年、 英国、フランス：H24年、 韓国：H25年、 日本：H26年）

成果と課題

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

第３期科学技術基本計画 第４期科学技術基本計画

テニュアトラック制のモデル確立 テニュアトラック制の普及・定着

科学技術関係人材のキャリア
パスを多様化する環境整備
を促進

産業界等様々な場で
活躍し、イノベーション
を創出する博士人材養
成システムを構築

ポストドクターが企業等で経験を積むことができるよう、
インターンシップ支援

複数機関による育成
システムの構築

女性研究者が活躍できる研究環境整備のモデルの確立

女性研究者の採用・養成システムの改革を促進

女性研究者が活躍できる研究環境整備
を促進

若手研究者が研究に専念できるよう、フェローシップ支援

21

２．これまでの施策・成果（まとめ）

（１）若手研究者の自立・能力向上

（２）博士人材のキャリアパスの多様化

（３）女性研究者の活躍促進
研究環境のダイバーシティ実現に関する目標を掲げた
女性研究リーダーの育成等を促進

-15-



目次
１．科学技術基本計画と人材育成施策の変遷

２．これまでの施策・成果
（１）若手研究者の自立・能力向上
（２）博士人材のキャリアパスの多様化
（３）女性研究者の活躍促進

３．今後の取組の方向性
（１）主な課題
（２）これからの１０年を見据えて

４．本日のシンポジウムにおける論点
22

68,739

76,954

86,891

99,449

109,649

115,902

119,406

123,255

132,118

142,830

150,797

155,267

159,481

162,712

164,551

165,525

165,219

165,422

167,043

173,831

175,980 

168,903 

162,693 

159,929 

158,980 

29,911

32,154

35,469

39,303

43,774

48,448

52,141

55,646

59,007

62,481

65,525

68,245

71,363

73,446

74,909

75,365

74,811

74,231

73,565

74,432

74,779 

74,316 

73,917 

73,704 

73,881 

645

7,866

15,023

20,159

22,083

23,033

23,381

23,191

21,807 

20,070 

18,776 

17,380 

16,623 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Ｈ3

Ｈ4

Ｈ5

Ｈ6

Ｈ7

Ｈ8

Ｈ9

Ｈ10

Ｈ11

Ｈ12

Ｈ13

Ｈ14

Ｈ15

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

修士課程

博士課程

専門職学位課程

98,650

約２．１倍

※ 在籍者数（各年度５月１日現在）
「修士課程」：修士課程，区分制博士課程（前期２年課程）及び５年一貫制博士課程（１，２年次）
「博士課程」：区分制博士課程（後期３年課程），医・歯・薬学（４年制），医歯獣医学の博士課程及び５年一貫制博士課程（３～５年次）
通信教育を行う課程を除く

出典：「学校基本調査」を基に文部科学省作成

（人）

205,311

2４９，４８４

３．今後の取組の方向性（１）主な課題
① 大学院在籍者数の減少

約２．５倍

23
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出典：「平成22年度学校教員統計調査報告書」、「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査（平成２６年１２月）」、「平成26年度学校基
本調査報告書」を基に文部科学省作成

注）博士号取得者については、便宜上、２０１３年度に修了した者を３０歳に、（２０１３－Ｎ）年度の修了者を（３０＋Ｎ）歳にプロットした。

３．今後の取組の方向性（１）主な課題
② 博士号取得者数の急増（H3年度～H18年度）と定常化（H18年度以降）

(人)

(歳)

24

急増期（H３年度～H18年度）定常化（H１８年度以降）

「博士≒教員」の時代（H３年度以前）

H25年度博

士号取得
者数

H18年度博

士号取得
者数

H３年度博

士号取得
者数

H22年度職階別教
員数

本務教員数（H22
年度）＋ポスドク
数（H24年度）本務教員数（H22

年度）

３．今後の取組の方向性（１）主な課題
③ 若手本務教員割合の低下

資料：文部科学省「学校教員統計調査」及び総務省「人口推計」に基づきNISTEP及び文部科学省において集計

39.3

24.8

0

10

20

30

40

50

S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％

年度

40歳未満本務教員比率（全大学）

全大学

39.9

26.1

30.2

34.0

0

10

20

30

40

50

S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％

年度

国立大学教員の年齢階層構造

39歳以下

40-49歳

50-59歳

60歳以上

39.6
31.2

0

10

20

30

40

50

S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％

年度

日本の人口の年齢階層別比率(25-69歳)

25-39歳比率

40-49歳比率

50-59歳比率

60-69歳比率

25
-17-



３．今後の取組の方向性（１）主な課題
④ 若手教員の任期なしポストの減少・任期付ポストの増加

資料：「大学教員の雇用状況に関する調査」（平成２７年９月 文部科学省、科学技術・学術政策研究所）
26

出典：日本は総務省統計局「平成25年科学技術研究調査」、米国は”NSF, SESTAT”、
その他の国は”OECD Science, Technology, and R&D Statistics”のデータを基に文部科学省作成

３．今後の取組の方向性（１）主な課題
⑤ 諸外国と比較して低い企業研究者に占める博士号取得者割合

27
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３．今後の取組の方向性（１）主な課題
⑥ 大学等・企業・公的機関等セクター間の低い異動割合

（単位：人）

大学等

315,244

非営利団体
・公的機関

43,523
企業

528,300

7,536
(2.4%)

1,109
(0.4%)

7,140
(2.3%)

11,924
(2.3%)

2,077
(4.8%)

173
(0.0%)

768
(1.8%)

178
(0.0%)

531
(1.2%)

<平成24年度>

28
※異動割合とは、各セクターへの転入者数を転入先のセクターの研究者総数で割ったものを指す。
※大学等の研究者からは博士課程学生を除いた。

出典：総務省「科学技術研究調査報告」を基に文部科学省作成

各国における女性研究者の割合各国における女性研究者割合の推移

37.7%

33.6%

26.7%
25.6%

17.7%
14.6%

0%

10%

20%

30%

40%

英国 米国 ドイツ フランス 韓国 日本

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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〈出典〉
「総務省 科学技術研究調査報告」 （日本：平成26年時点）

「ＯＥＣＤ “Main Science and Technology Indicators ”」
（英国、ドイツ、フランス：平成23年時点、韓国：平成24年時点）

「NSF Science and Engineering Indicators 2014」
（米国：平成22年時点）

上記を基に文部科学省作成

３．今後の取組の方向性（１）主な課題
⑦ 諸外国と比較して、なお低い水準にある女性研究者割合

29

韓国

日本
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博士課程(後期）の女性比率 女性教員の採用割合

資料：博士課程（後期）の女性比率は、平成２７年度学校基本調査（速報値）によるもの
女性教員の採用割合は、文部科学省調べ（平成２４年度）

第４期科学技術基
本計画目標 30％

目標
20％

目標
15％

目標
30％

※保健の採用割合が高いのは、看護等が含まれていることによる。

３．今後の取組の方向性（１）主な課題
⑧ 女性教員の採用割合に関する第４期科学技術基本計画での目標は未達成

30

目標
30％

３．今後の取組の方向性 （２）これからの１０年を見据えて
第５期科学技術基本計画（答申案）における人材施策関連事項

●第５期基本計画期間中に、40歳未満の大学本務教員の数を１割増加させるとと
もに、将来的に、我が国全体の大学本務教員に占める40歳未満の教員の割合が
３割以上となることを目指す。

●第４期基本計画が掲げた（略）目標値※について、第５期基本計画期間中に速
やかに達成すべく、国は、関連する取組について、産学官の総力を結集して総合的に
推進する。

※第４期基本計画が掲げた女性研究者の新規採用割合に関する目標値（自然科学系全体
で30％、理学系20％、工学系15％、農学系30％、医学・歯学・薬学系合わせて30％）

●我が国の企業、大学、公的研究機関のセクター間の研究者の移動数が第５期基
本計画期間中に２割増加となることを目指すとともに、特に移動数の少ない、大学か
ら企業や公的研究機関への移動数が同期間中に２倍となることを目指す。

現在、第5期科学技術基本計画（H28年度～H32年度）の策定作業が進められており、科学技術
イノベーション人材育成に関わる政策の方向性（主に目標値）は、以下のような状況。
＜知的プロフェッショナルとしての人材の育成・確保と活躍促進＞

＜人材の多様性確保 ～女性の活躍促進～＞

＜分野、組織、セクター等の壁を越えた流動化の促進＞

31
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若手研究者の活躍促進策 ～卓越研究員制度の創設～

・新たな研究領域に挑戦するような
若手研究者が、安定かつ自立して
研究を推進できる環境を実現

・全国の産学官の研究機関をフィー
ルドとして活躍し得る若手研究者の
新たなキャリアパスを開拓

主

副

克服すべき課題

○研究領域 ： 自然科学、人文・社会科学の全分野
○人 数 ： 200名程度（毎年度）
○受入機関 ： 国公私立大学、国立研究開発法人、民間企業等
○支援内容 ： 1人当たり研究費：年間600万円上限（２年）

研究環境整備費：年間300万円上限（６年）

概要（H28年度概算要求時点）

【若手の処遇】
不安定な雇用によって、新たな領域に
挑戦し、独創的な成果を出すような若
手研究者が減少

【流動性の促進】
産学官のセクター間を越えた流動性
が低く、急速な産業構造の変化への
対応が困難

卓越研究員制度
（H28年度～）

32

➂若手研究者が「卓越
研究員」に申請（※２）

①受入れ希望機関が
ポストを提示(※１)

制度イメージ

※１．受入れポストの主な要件（案）
・学長等のリーダーシップに基づき、受入れ希望機関
の将来構想に基づくポストであって、 若手研究者の
自立的な研究環境が用意されていること
・年俸制（無期）、又は当初の雇用期間が５年
程度（民間においては３年程度）かつ当該期間
後のテニュア化等の条件を明示していること 等

※２．当面の間は、受入れ希望機関
からの推薦を得ている者も含
む。

②受入れポストの
一覧化公開

④ピアレビュー、
候補者決定（※３）

⑤採否の通知⑤希望者を通知

⑦研究費・
研究環境整備費の支援
（受入れが実現した機関に対して）

※３．新たな研究領域の開拓を実現
できるような者を選定。

⑥両者で雇用調整
（希望が一致した
機関での雇用）

33

若手研究者の活躍促進策 ～卓越研究員制度の創設～

＜卓越研究員の活躍フィールド＞
国公私立大学、国立研究開発法人、民間企業等

受入れ希望研究機関
文部科学省又は

中立的な公的機関
若手研究者
（申請者）

⑥両者で雇用調整
（希望が一致した
機関での雇用）

※ 上記プロセスの前提として、文部科学省が公募要領（研究者向け、受入れ希望機関向け）を作成・公表。
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科学技術イノベーションを担う女性の活躍促進に係る施策

特別研究員（RPD）（H18年度～）
優れた若手研究者が、出産・育児による
研究中断後に、円滑に研究現場に復帰
できるよう研究奨励金を支給し、支援

研究と出産・育児・介護等との両立や女性研究者の研究力の向上を通じたリーダーの育成を一体的に推進するな
ど、研究環境のダイバーシティ実現に関する目標・計画を掲げ、優れた取組を実施する大学等を選定し、重点支
援。

女子中高生の理系分野への興味・関心を高め、適切な理系
進路の選択を可能にするため、シンポジウムや実験教室等の
取組に加え、地域や企業等と連携した取組などを実施する大
学等を支援。

出産・育児
による研究中断

復帰支援
（研究奨励金）

研究活動研究活動

・より優先度の高いライフイベント中の女性研究者へ研究支援者を配置
・病児保育支援を実施
・女性研究者に対し、個別相談、講義、交流会、共同研究を通じてアドバイスや研究指導を行うメンターの配置
・女性研究者が研究代表者となる共同研究を学内で公募し、研究費の支援等を実施

（具体的な支援取組）

女子中高生の理系進路選択支援プログラム(H18年度～)

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（H27年度～）

【医療体験実習の例】

（具体的な支援取組）
・シンポジウム開催、実験等
・地域や企業等と連携した中高生や保護者
や教員等向けの出前講座等

国や地方公共団体、民間事業主（大学を含む）は、女性の活躍に関する状況の把握・分析をし、それを踏まえ、定
量的目標や取組内容などを内容とする 「事業主行動計画」の策定等を義務づけられる。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（H27年８月成立）

34

目次
１．科学技術基本計画と人材育成施策の変遷

２．これまでの施策・成果
（１）若手研究者の自立・能力向上
（２）博士人材のキャリアパスの多様化
（３）女性研究者の活躍促進

３．今後の取組の方向性
（１）主な課題
（２）これからの１０年を見据えて

４．本日のシンポジウムにおける論点
35
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４．本日のシンポジウムにおける論点

論点案 話題提供：大学等関係者
（分科会１）

話題提供：企業関係者
（分科会２）

話題提供：若手研究者
（分科会３）

若手

①博士・ポスドク人材の活用

人数規模と需要・供給/評価・
処遇の在り方を中心として

・博士人材を供給する立場か
ら（大学院教育の在り方等）
・人事システム改革（若手教
員の採用とシニア教員の評価の
在り方）
・国や企業・社会への期待

・博士人材を採用する立場か
ら
・社会人博士の現状
・企業内の博士人材の評価・
処遇の在り方
・国や大学等への期待

・実際に現場で研究活動を
行う立場から
・人材養成を受けた立場から
・国や大学、企業・社会への
期待

女性

②女性リーダーの育成

女性研究者の採用から育成、
上位職登用までの一貫した取組
の在り方を中心として

・研究リーダーとしての女性の
強みと弱み
・大学等における執行部の女
性割合の向上策
・国や企業・社会への期待

・企業内の女性研究者の割
合（８％）に対する現状認
識
・企業内の女性リーダー登用
の現状と課題
・国や大学等への期待

・実際に現場で研究活動を
行う立場から
・人材養成を受けた立場から
・国や大学、企業・社会への
期待

若手・
女性
共通

③大学等機関の経営・マネジメ
ントと人材養成

大学等の自発的・継続的な取
組の在り方を中心として（間接
経費の活用など財源確保の方策を
含む）

・大学経営の在り方
・財源確保の方策（外部資
金や間接経費の活用など）
・国や企業・社会への期待

・国や大学等への期待 ・国や大学、企業・社会への
期待

36

37

本日はよろしくお願いいたします。
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